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     社会保険労務士法人ビークライン   

 
 
春先以降に予定されております給与計算業務にかかわる主な法改正につき、大枠と要所について、

取り急ぎ、ご報告申し上げます。なお、今後の国会審議等により、内容や時期が変更になる可能性

がございますので、その際には随時、ご連絡申し上げます。 
 

１．通勤手当の非課税限度額の引き上げ（平成２８年１月） 

●平成２８年１月１日以後に受けるべき通勤手当より変更となります。 
⇒ 平成２８年度税制改正により、通勤手当もしくは通勤用定期乗車券の非課税限度額の最高限度

額が月１０万円から月１５万円に引き上げられます。 
 

２．雇用保険料率引き下げ（平成２８年４月） 

●平成２８年４月１日より、雇用保険料率が下記のとおり、変更となります。 
【現行】 労働者 5.0/1000 事業主 8.5/1000（失業給付5.0/1000＋二事業3.5/1000） 
                   ↓ 
【変更後】労働者 4.0/1000 事業主 7.0/1000（失業給付4.0/1000＋二事業3.0/1000） 

  
  また、上記のほか、将来的には６５歳以上の雇用保険の適用拡大（平成２９年１月）、免除対象

高年齢労働者の見直し（平成３２年４月）なども予定されております。 
 

３．子ども・子育て拠出金（旧児童手当拠出金）率の引き上げ（平成２８年４月） 
●平成２８年４月１日より、厚生年金保険料と共に事業主から徴収されている子ども・子育

て拠出金（旧児童手当拠出金）率が下記のとおり、変更となります。 
  
【現行】       1.5/1000 ⇒ 【平成２８年度】2.0/1000 
                    
【平成２８年度】 2.0/1000 ⇒ 【平成２９年度】2.3/1000  ※二段階で引き上げ 
 

４．健康保険・介護保険料率変更（平成２８年４月） 
●例年、３月分保険料（４月納付分）より、健康・介護保険料率が変更となる可能性がございます。 

 ⇒ 変更の有無につき、加入する健康保険組合からのお知らせをご確認ください。 
 
【（ご参考）協会けんぽ東京支部】 

  ・健康保険料率：99.7（被保険者49.85）/1000 ⇒ 99.6（被保険者49.8）/1000 へ引き下げ  
  ・介護保険料率：変更なし 
 

５．健康保険の標準報酬月額および標準賞与額の上限の引き上げ（平成２８年４月） 

●平成２８年４月１日より、健康保険の標準報酬月額の上限が引き上げられます。 
⇒ 健康保険の標準報酬月額の上限は現在、第４７等級（１２１万円）となっておりますが、３等



級追加され、第５０等級（１３９万円）まで引き上げられます。 
 

【現行】 
等級 標準報酬月額 報酬月額 

４７級 １２１万円 １１７．５万円以上 
 

                    ↓ 
【改正後】 

等級 標準報酬月額 報酬月額 
４７級 １２１万円 １１７．５万円以上１２３．５万円未満 
４８級 １２７万円 １２３．５万円以上１２９．５万円未満 
４９級 １３３万円 １２９．５万円以上１３５．５万円未満 
５０級 １３９万円 １３５．５万円以上 

 

●平成２８年４月１日より、健康保険の標準賞与額の上限が引き上げられます。 

⇒ 健康保険の標準賞与額の上限は現在、年度累計で５４０万円となっておりますが、５７３万円 
まで引き上げられます。 

 

６．健康保険傷病・出産手当金の支給額の見直し（平成２８年４月） 
●平成２８年４月１日より、健康保険傷病手当金、出産手当金の日額の算定方法が、下記の

とおり変更となります。 
 

【現行】 「直近月の被保険者の標準報酬月額×１/３０×２/３」 
                     ↓ 

【変更後】「直近１年間の被保険者の標準報酬月額の平均額×１/３０×２/３」 
 
     ※被保険者となった期間が１２ヶ月未満の場合は、その期間の標準報酬月額の平均か、 

加入する協会けんぽまたは健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額のいず 
れか低い方の額となります。 

 

７．社会保険の適用拡大（平成２８年１０月） 
●従業員５００人超※の企業で、パートの社会保険の加入要件が拡大されます。 
（平成２８年１０月１日から） 
⇒ 勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の３／４未満で、下記すべての要件を満たした場合に、加

入義務が発生します。 
 ・１週間の所定労働時間が２０時間以上 
 ・月額賃金（通勤手当・残業手当等を除く）が８８，０００円以上（年収１０６万円以上） 
 ・１年以上使用されることが見込まれること 
 ・学生でないこと 
 
 ※将来的には、適用の拡大が予定されております。 
 ※厚生年金の被保険者数でカウントします。 
 ※適用単位は、法人であれば、法人登記（会社法人等番号）単位となります。 

 



（ご参考）労働基準法改正  
※平成２８年４月（ただし①については、平成３１年４月）に下記、法改正が予定されてお

りましたが、今国会での成立を見送り、秋以降に先送りされる予定のため、現時点での施

行時期は、未定となっております。 
 
①中小企業における月６０時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予が廃止されます。 
⇒ 月６０時間を超える時間外労働に係る割増賃金率（５０％以上）について、中小企業への猶

予措置が廃止されます。 
 
②一定日数の年次有給休暇の確実な取得が義務付けられます。 
⇒ 年間付与日数が１０日以上の労働者に対して、年間５日について使用者が時季指定すること 

により与えなければならなくなります（労働者の時季指定や計画的付与により取得された年

休の日数分については、時期の指定は要しない）。 
 
③フレックスタイム制の清算期間の上限が１ヶ月⇒３ヶ月に引き上げられます。 
 
④特定高度専門業務・成果型労働制（高度プロフェッショナル制度）が創設されます。 
⇒ 職務の範囲が明確で一定の年収（少なくとも1,000万円以上）を有する労働者が、高度の専 

門知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置を講じること、本人の同意や 

委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする 

ことができます。また、制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事

業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければなりません。 

 
 

 
以上 


